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臨時株主総会開催中止及び基準日取消しに関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 2 月 3 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定」の

電子公告にて平成28年2月18日を基準日として定め、平成28年3月25日に臨時株主総会を開催予定として

お知らせしておりましたが、臨時株主総会の中止及び当該株主総会において権利を行使することが出来る株主

を確定するために定めた基準日の取消しについて、下記の理由により決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記 
 

 平成 28 年 2 月 3 日付にて公表しました「人材派遣事業の一部譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ」の

中で、臨時株主総会の開催予定を記載しておりましたが、事業譲渡の承認等に関する法律（※会社法第467条

1 号二項）の解釈に誤りがあり、株主総会の決議事項に該当しないことが判明したことから中止することとい

たします。 

 

 株主の皆様には、今回の臨時株主総会中止の決定につきましてご迷惑をおかけしましたが、ご理解を賜りま

すよう、宜しくお願い申し上げます。 

以上 

 

 ※会社法第467条１項二号（事業譲渡の承認等） 

１項 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日（以下この章において

「効力発生日」という。）の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けな

ければならない。 

 二号 事業の重要な一部の譲渡（当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として

法務省令で定める方法により算定される額の 5 分の 1（これを下回る割合を定款で定めた場合にあって

は、その割合）を超えないものを除く。） 


